
高齢者補聴器購入費
助成事業を開始します

軽度・中等度の難聴により日常生活に支障のある高齢
者を対象に、補聴器購入費の一部を助成します。
※補聴器購入前の申請が必要です。購入後の申請は対
象になりませんのでご注意ください。詳しくはお問い
合わせいただくか、ホームページをご確認ください。

▼対象　次のすべてに該当する方
・町内在住の65歳以上の方
・身体障害者手帳（聴覚障害）の対象とならない方
・医師により補聴器の必要性を認められた方
※そのほか要件があります。

▼助成金額　上限3万円　※町民税非課税世帯は上限6万円

▼補助対象　認定補聴器技能者が在駐する販売店等で
購入する医療機器認定を受けた補聴器の本体費用
（診察料、修理費、付属品費などは対象外）

▼申請・問合せ　役場高齢者支援課高齢者福祉係
☎295−2112 125・129
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G
ギ ガ
IGAスクール・プログラ

ミング教室を開催します

夏休みにマインクラフト（エデュケーション版）を使
った簡単なプログラミングを体験できます！

▼日時　８月６日（木）
　①午前９時30分～10時30分　②午前11時～正午

▼場所　毛呂山町教育センター

▼対象　町立小学校に通う小学３～６年生の児童

▼定員　各回10人（先着順）　　

▼料金　無料

▼講師　松本晴彦さん（P
プ ロ グ ロ ー ブ
ROGLOBEプログラミング

スクール）
▼持ち物　うわばき、筆記用具、水分補給用の水筒など

▼ 申込み　７月21日（火）から
31日（金）までにLINE申請で
お申し込みください。

▼問合せ　教育センター☎295−0622

町では次代を担う中学生が海外の文化や伝統に触れ、
交流や体験を通して国際感覚を養い、地域社会に貢献
できる人材を育成することを目的に、留学生徒を募集
します。

▼日時　令和９年７月26日（月）～８月２日（月）の８日間

▼場所　オーストラリア連邦クイーンズランド州ブリスベン

▼定員　10人

▼選考　第１次（作文）、第２次（面接）を予定

▼対象　町立中学校第１学年の生徒（出発時は第２学年）

▼料金　無料（ただし、旅券・査
さ

証
しょう

などの取得費用、
個別的な諸費用（お小遣い・土産代等）は除く）

▼内容　現地校との交歓・交流プログラム、ホームス
テイによる生活体験、教育文化施設等の視察

▼ 申込み　９月１日（火）から９月10日（木）まで
に①申込書、②承諾書、③作文（400字詰原稿用紙
２枚程度）を学校へ提出してください。申込書類は
各学校より配布されます。

▼問合せ　教育センター☎295−0622

中学生海外留学参加者募
集!!（令和９年度留学実施）

山根荘開荘時間　午前９時～午後４時　休荘日　土日祝日
趣味の会予定　午前10時30分～午後２時30分または正午まで

カラオケ同好会 	 ３日	17日	 押し花の会 	３日	10日	
ＰＣクラブ 	３日	17日 手芸の会 	12日	26日
民踊同好会 	10日	24日 吟友会 	12日	26日
桜扇の会 	10日	24日 三味線民謡の会 	 ６日	20日

ダンスサークル 	 ７日	21日 山吹カラオケ 	26日
ゆずカラオケ 	14日	28日

囲碁の会
将棋の会

	５日	７日
	12日	14日
	19日	 21日
	26日	 28日

年金カラオケ 	21日
いっぷくの会（お茶）	21日
身体障害者福祉会 	 ７日	19日

イベント予定　

健康麻雀
（要予約）

	６日	13日
	20日	27日

パークゴルフ
マレットゴルフ
ペタンク

	 夏季屋外
活動休止

健康体操 	５日	19日
※行事日程などは、都合により変更する場合があります。
※趣味の会に入会を希望する人はご連絡ください。

山根荘８月の予定を
お知らせします

▼問合せ　老人福祉センター山根荘☎294−5545
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ウィズもろやま7・8月の催し物

●ウィズもろやま混声合唱団
ウィズもろやまでは、新たに混声合唱団を結成します。
歌うことが好きな方、仲間と一緒に音楽を楽しみたい
方を募集します。課題曲は「夢の世界を」です。

▼日時　７月３日（金）午前10時～11時

●ホールでカラオケ
この度福祉会館にカラオケ機器を導入しました。導入
を記念して、ホールでカラオケを楽しめるイベントを
開催します。ご利用は「一組２曲まで」です。

▼日時　７月25日（土）午前９時～正午

●ウィズもろやまのホールで歌おう
「この道」を題材に自分の声質を知って、ボイストレ
ーニングを始めてみましょう。

▼日時　７月17日（金）午前10時～11時

●理科マルシェ
夏休みの自由研究対策にもおすすめの理科工作のワー
クショップが大集合します。
①天然石の標本、②木の葉の化石発掘、③海のハーバリ
ウム、④手羽先の標本、⑤糸掛け曼荼羅、⑥惑星モビー
ル、⑦基板キーホルダー、⑧葉脈フレーム、⑨ダチョウ
の卵のキーホルダー、⑩恐竜釣り、⑪天然石すくい

▼日時　８月１日（土）午前10時～午後３時

●自分で整える整体ヨガ
インナーマッスルを使って汗をかき、放熱して冷やし
ます。冷えた体を芯から温めて、夏の暑さに負けない
基本的な体温調整ができる体づくりをしていきます。

▼日時　７月１日（水）、６日（月）、８日（水）、13
日（月）、15日（水）、22日（水）、27日（月）、
29日（水）各日午前10時～正午

【共通事項】

▼場所　ウィズもろやま

▼詳細　料金・持ち物・申込み期限など
　詳細はホームページをご確認ください。

▼申込み・問合せ　ウィズもろやま☎295−3111
ホームページ

●グランドピアノを弾いてみよう
ホールのステージで、グランドピアノの演奏を自由に
楽しみます。

▼日時　８月８日（土）午前９時～午後５時

埼玉県防災学習センターを訪ね、地震・煙・暴風・消
火などの体験を通して、災害時の対処方法を楽しみな
がら学び、もしもの時に備えます。

▼日時　７月28日（火）　正午～午後４時30分

▼場所　埼玉県防災学習センター（鴻巣市）

▼対象　小学３〜６年生　　 ▼定員　20人（先着順）

▼料金　無料　　 ▼持ち物　水筒、ハンカチ

▼申込み　７月８日（水）午前９時からLINE
または窓口にてお申し込みください。

▼問合せ　東公民館☎295−2277

東公民館
夏休み子ども体験教室

青少年相談員のお兄さんお姉さんと一緒にキャンプに
行こう！　

▼日時　８月14日（金）～16日（日）

▼場所　木のむらキャンプ場（ときがわ町）

▼対象　町内在住の小学３年生から６年生で、キャン
プの全日程と説明会の両方に参加できる人

※説明会は７月19日（日）午後１時30分から中央公
民館で行います。

▼定員　20人（申込者多数の場合は抽選）

▼料金　9,000円　 ▼持ち物　説明会にて案内します。

▼申込み　はがきに、①郵便番号・住所、②氏名（ふ
りがな）、③性別、④生年月日、⑤電話番号、⑥学
校名、⑦学年、⑧保護者氏名を明記して、教育委員
会生涯学習課に郵送または持参にてお申し込みくだ
さい。７月10日（金）必着。また、町公式LINEでの
申込みもできます。

　７月15日（水）以降に詳細を郵送で
連絡します。

※兄弟や友だち同士で応募した場合でも、抽選の結果
により一緒に参加できないこともありますので、あら
かじめご了承のうえ応募してください。

もろっこキャンプ
       2026参加者募集！

▼問合せ　教育委員会生涯学習課学習支援係（〒350－
0493 毛呂山町中央２－１）☎295－2112 522・523
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～感染症流行地域へ渡航する場合には万全な対
策を～
これから蚊が発生する季節を迎えます。ウイルスなど
の病原体に感染した人や動物の血を吸った蚊に刺され
ることで、さまざまな感染症にかかる恐れがあります。
蚊が媒介する感染症にかからないためには、一人ひと
りが、感染症の流行地域で蚊に刺されない、住まいの
周囲に蚊を増やさない対策をすることが重要です。
〇感染症流行地域では、蚊に刺されないように
しましょう
　・海外へ渡航する際には、渡航前に現地での流行状
況を把握しましょう。もし蚊を媒介とする感染症
の流行地域に渡航される場合には、蚊に刺されな
いように万全な対策をしましょう。

　・屋外に蚊が多くいる場所で活動する場合は、でき
るだけ肌を露出せず、虫よけ剤を使用するなど、
蚊に刺されない対策をしましょう。

〇住まいの周囲に、蚊を増やさないようにしま
しょう
　・蚊は、植木鉢の受け皿や屋外に放置された空き缶
に溜まった雨水など、小さな水たまりで発生する
ので、日頃から住まいの周囲の水たまりを無くす
ように心がけましょう。

　・１週間に１度程度は、雨水が溜まった容器を逆さ
にするなど、住まいの周囲の水たまりをなくすよ
うにしましょう。

※蚊の活動は概ね10月下旬頃で終息します。これら
の対策は10月下旬頃までを目安に行いましょう。

▼問合せ　保健センター☎294−5511

蚊を介する感染症の
予防対策をしましょう

西入間広域消防組合
消防職員を募集します

▼募集職種　消防職

▼採用予定人数　若干名

▼試験期日　10月18日（日）

▼応募資格　①または②に該当する人
①大学、短期大学（同等の学歴を含む）または高等
学校を卒業もしくは令和９年３月31日までに卒
業見込みの人で平成13年４月２日から平成21年
４月１日までに生まれた人

②民間企業、公務員等の社会人経験者
※条件等はホームページ職員採用案内をご確認ください。

▼採用時期　令和９年４月１日（木）

▼申込期間　８月24日（月）～８月28日（金）
　午前９時～正午、午後１時～５時

▼申込場所　西入間広域消防組合総務課
※申込書等については、７月１日（水）より、西入間広
域消防組合総務課で配布します。（ホームページから
ダウンロードもできます）。

▼問合せ　西入間広域消防組合総務課総務担当
　☎295−0147（直通）

毛呂山町の古墳からも見つかるアクセサリー「勾
まが
玉
たま
」

づくりを通じて、古墳時代について学びます。

▼日時　７月26日（日）・８月２日（日）午前９時～正午

▼集合場所　歴史民俗資料館

▼定員　各回20人（先着順）　　 ▼料金　無料

▼講師　資料館職員および資料館サポーター

▼持ち物　飲み物、タオルなどのお手ふき

▼申込み　７月11日（土）から歴史民俗資料館に窓口、
電話、メール、FAXにてお申し込みください。

※複数人での申込みは２人までです。
※FAXやメールで申し込まれる場合は、必ず体験希望日、
体験者全員の氏名、住所、電話番号を記載してください。

▼問合せ　歴史民俗資料館☎295−8282　ｆ295−8297
　 rekisi@town.moroyama.lg.jp

夏休み体験教室
『勾玉作り』
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令和７年度　河川の水質
検査結果をお知らせします

年４回、町内13か所で河川の水質を検査しています。
BODや大腸菌など９項目を測定し、環境基準値と比
べて水の状態がきれいかどうかを判断しています。
BODとは、微生物が汚れを分解するのに必要とする
酸素の量で、数値が少ない方が「きれいな水」です。

▼水質検査地点

　　　　　　　　　　　　　下水道整備済区域
　　　　　　　　　　　　　農業集落排水整備済区域
○きれい（2.0mg/ℓ以下）、●ややきれい（2.1～5.0mg/ℓ）、●やや汚い（5.1mg/ℓ以上）

■令和６・７年度河川水質検査結果
（BOD値・mg/ℓ）

令和７年度の検査では、13地点中12地点で「きれい
な水」である基準値（2.0mg/ℓ）以内の測定結果と
なりました。しかし、前回より結果が良くない地点も
見られました。今後も継続して水質の推移を確認しな
がら、河川環境の保全に努めてまいります。
※上の表の数値は、年４回の検査の平均値です。

▼問合せ　役場生活環境課環境係☎295−2112 171・172

検査地点 令和６年度 令和７年度
① 上宿橋下流 1.0 1.0
② 房田橋下流 0.7 0.6
③ 大木田橋上流 1.0 0.7
④ 上川原橋上流 1.0 0.6
⑤ 越辺川橋下流 1.0 0.7
⑥ 堂山下橋上流 1.0 0.8
⑦ 葛川１号橋下流 1.5 1.4
⑧ 葛川２号橋下流 3.2 2.0
⑨ 葛川10号橋上流 1.4 11.5
⑩ 宮前都市下水路流末 1.2 1.2
⑪ 大谷木川流末 1.2 0.9
⑫ 御園橋上流 1.3 1.3
⑬ 下川原地内沼下 1.3 1.2

結婚を希望する20歳から40歳までの独身の人を対象
に、婚活イベントを実施します。今回のイベントでは
話題の軽スポーツ「モルック」を通して親睦を深めま
す。お土産もご用意していますので、お
気軽にご参加ください。
詳細は町ホームページをご確認ください。

▼日時　８月２日（日）午後１時～４時30分

▼場所　ウィズもろやま（毛呂山町福祉会館）

▼対象　県内在住・在勤の20歳以上40歳までの独身
の男女（※学生不可）

▼定員　男女各10人（応募者多数の場合は抽選）
▼料金　3,000円

▼申込み　７月12日（日）までにLINEで
お申し込みください。

▼問合せ　役場企画財政課企画係
　☎29５−2112 322

婚活イベント「毛呂山で、
恋しよう。」参加者募集中

町ホームページ

LINE申請

国民健康保険では所得に応じて、国民健康保険税の所
得割の算定や軽減の判定、高額療養費の自己負担限度
額の判定などを行います。国民健康保険加入世帯で
16歳以上の人は申告が必要ですので、前年中の収入
がなかった人も必ず申告をするようお願いします。
また、世帯主の人は国民健康保険に加入していなくて
も申告が必要です。
※ただし次に該当する人は、申告の必要はありません。
・所得税の確定申告などで申告された人
・給与収入（所得）のみの人で、給与支払報告書が会

社から役場に提出されている人
・公的年金以外に収入（所得）がない場合で、公的年

金支払報告書が役場に提出されている人

▼問合せ　①資格・給付について　役場住民課国保年
金係　☎295−2112 135・136
②申告・国保税について　役場税務課町民税課税係　
☎295−2112 198・199

国民健康保険加入世帯は
所得の申告が必要です
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彩の国ふれあい牧場（秩父高原牧場内）で、美味しく
て楽しい酪農のことが分かる乳製品手作り体験を学び
ます。

▼日時　８月７日（金）　午前11時～午後５時

▼場所　秩父高原牧場（東秩父村）

▼対象　小学４年生以上　　 ▼定員　15人（先着順）

▼料金　150円　　 ▼持ち物　水筒、汗拭きタオル

▼申込み　７月10日（金）８時30分から、料金を持
って中央公民館窓口にてお申し込みください。

▼問合せ　中央公民館☎294−1250

中央公民館
夏休み子ども体験教室

夏の交通事故防止運動が７月15日（水）から７月24
日（金）までの10日間実施されます。県は「人も車
も自転車も　安心・安全　埼玉県」をスローガンとし
て子どもと高齢者の交通事故防止運動を行います。町
は、歩行者と自転車の交通事故防止を重点目標として
普及啓発活動を行います。交通ルールを再確認し、交
通事故ゼロを目指しましょう。依然として高齢者の関
わる交通事故が多発しています。一人ひとりがルール
を守り、交通事故にあわないように注意しましょう。

▼問合せ　役場生活環境課交通防犯係☎295−2112 173

夏の交通事故防止運動

▼日時　７月23日（木）　午前７時30分～10時

▼場所　学校給食センター

▼ 内容　ラジオ体操で体を動かした後、おにぎりと簡
単みそ汁を作って食べます。終了後、普段は入ること
のできない学校給食センターの中を見学できます。

▼対象　町立学校在学の小・中学生とその保護者
※子どもだけでの参加はできません。

▼定員　40人（先着順）

▼料金　330円（食材費）

▼持ち物　レジャーシート、タオルなどの手拭き、上
履き

▼申込み　７月１日（水）から15日（水）
までに学校給食センターに電話または
LINEでお申し込みください。

▼問合せ　学校給食センター☎294−2242

朝ごはん体験教室

子育てのお手伝いをしてほしい人（利用会員）と子育
てのお手伝いをする人（サポート会員）をマッチング
して、子どもの預かりや送迎を行うファミリー・サポ
ート事業を実施しています。４日間の会員養成講座を
修了すると、サポート会員として活動することができ
ますので、ぜひ受講をご検討ください！
ご都合が合わない場合は、別日もご案内できます。ま
た、該当の資格（保育士・看護師・助産師・保健師な
ど）をお持ちの人は免除できる内容もあります。

▼ 日時　７月15日（水）、16日（木）、17日（金）、
23日（木）　　各回とも午前９時～正午

▼場所　保健センター

▼ 申込み・問合せ　７月14日（火）までに緊急サポ
ートセンター埼玉へお申し込みください。
☎048－297－2903

サポート会員養成講座
受講者募集中！
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▼内容　短歌（１人３首まで）、俳句（１人５句まで）、
川柳（１人５句まで）、随筆（１人１編まで）、詩（１
人２編まで）／未発表のものに限り、いずれも自由題

※縦書き、楷書、常用漢字を使用してください。随筆
は400字詰原稿用紙３～５枚、詩は１枚以内（句読点
含む、題名を除く）。作品は返却しません。

▼対象　町内在住・在勤・在学または近隣市町在住の人

▼申込方法　７月８日（水）から８月31日（月）ま
でに、作品の冒頭余白部分に、①住所、②氏名（ふ
りがな）、③ペンネーム（ある人）、④電話番号、⑤
題名（随筆・詩のみ）を記入し、東公民館または中
央公民館に持参、または郵送かFAX、メールで提出
してください。
郵送の場合／東公民館「文芸もろやま」
係（〒350−0436　川角298−１）
FAXの場合／ｆ295−2070
メールの場合／ h-koumin@town.moroyama.lg.jp
※応募者全員に「文芸もろやま第52号」を進呈。入
選以上は賞状と副賞を授与。詳しくは東公民館、中央
公民館、役場町民ホール、ウィズもろやま、図書館、
山根荘にある募集要項をご覧ください。

▼問合せ　東公民館☎295−2277

『文芸もろやま』
第52号作品を募集します

入院や高額な外来診療を受ける人は、事前に申請し認
定されることで１か月あたりの窓口負担額が決められ
た限度額までになります。認定は８月１日を基準日と
し、当年度の住民税から判定します。対象の人は、下
記へ申請してください。
※マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証の交付申
請をすることなく自己負担限度額を超える支払が免除
されます。

▼対象　次のいずれかに該当する人
①国民健康保険に加入している70歳未満の人、70
歳以上で非課税世帯または現役並み所得世帯の人
②後期高齢者医療保険に加入している人で非課税世
帯の人、または現役並み所得の人および同じ世帯の人

▼手続きに必要なもの　マイナンバーカードまたは資
格確認書と本人確認書類

▼その他　限度区分が記載された資格確認書をお持ち
の後期高齢者医療制度被保険者で、８月以降も対象
になる人は、７月中に郵送する資格確認書に限度区
分が記載されるため、申請の必要はありません。

▼申請・問合せ
　①役場住民課国保年金係☎295−2112 135・136
　②役場高齢者支援課医療保険料係☎295−2112 176

医療費の限度額認定申請

手話が身近な言語になるよう、日常生活で使える簡単な手話を紹介します。皆さんも手話で話してみませんか？

※このコーナーは手話サークル「手の絆」の協力により
作成しています。

▼問合せ　役場福祉課障害福祉係　☎295-2112 113・114・115・116

ミ本基 ュの ニケーションコみんなで手話を覚えよう

■ごめんなさい

▶

親指と人差し指で眉間をつま
むようにする。

頭を下げ、指を伸ばして前に
下ろす。

■大丈夫

右手の指を軽く曲げ、左胸に
当ててから右胸に当てる。

■失礼

両手で握りこぶしを作り、手
の甲を外側に向けて左右から
ぶつけた後、右手を前に出す。


